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対人補償

対物補償

人身傷害補償

●貸渡約款に違反している場合

●事故の際（自損・当て逃げ含む）警察に届出をしなっかた場合（事故証明がない場合）

●道交法違反による事故

●無断で延滞して使用した際の事故

●その他・貸渡約款に掲げる事項に違反があった場合

免責補償制度にご加入頂きますと、事故の際に掛かる修理代金が免除になります。

車両補償

お客様がお借りしてる車両が事故等により、修理（車内破損含む）又はペット等による汚損・臭気によって

車内清掃が必要となった場合に、車両が使用できない期間の営業補償として

下記の金額をご負担いただきます。（免責補償制度と異なりますので、ご注意下さい）

自走で予定の場所に返却された場合

自走不可で予定の場所に返却不可の場合

□レンタカー料金に含まれる保険・補償

1名につき無制限　（自賠責保険補償含む）

1事故につき無制限　（自己負担（免責額）0円

1名につき3,000万円まで

□保険・補償適用されない例

□免責補償制度

事故の際、対物免責は0円ですが、お車の修理代（レンタル車両）がお客様ご負担となります。

1,100円／日泊制

□ノン・オペレーションチャージ（NOC）について

20,000円

50,000円

※走行可能でも予定の場所に返却できなかったの場合（路上放置）は50,000円を申し上げます。
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